
あなたは年間 100 日以上
従業員を雇っていますか？

従業員は同居の家族、役員
のみですか？

その従業員は、
①事業主の指揮命令のもとで仕事をしている
②労働時間管理をされている
③出勤簿と賃金台帳がある

その従業員は、
請負で仕事をしていますか？

従業員なのか外注さんなのか微妙な方は、
これを機にどちらかに決めていただくことをおすすめします
 従業員の場合▶中小事業主向け労災、雇用保険
 外注さんの場合▶一人親方向け労災保険

一人親方労災保険
・『従業員を雇っていない』
または『家族のみ』場合
・『従業員を１００日未満
使用している』場合
※家族、役員も加入される
ことをおすすめします。
※元請工事をする場合は、
下請けの従業員を対象に
『工事現場の労災保険』
をかける必要があります。
（法律上の義務）

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえはい

いいえ

はい

中小事業主として
『労災保険』、『雇用保険』の加入が必要（法律上の義務）

あなたご自身や、家族・役員の方は、
建設工事現場で業務をしますか？

はい いいえ

事業主・家族従事者・役員は
労働者ではないため、特別加入
することをおすすめします。

状況により事務所労災に
特別加入することができます。

スタート

労災保険チェックシート


